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(57)【要約】
【課題】ユーザーに応じた適切な摂取食事量を提示する
ことができる摂取食事量提示装置、方法、及びプログラ
ムを提供する。
【解決手段】摂取食事量提示装置１０は、ユーザーから
排出されるアセトンを測定した測定アセトン濃度を取得
し、取得したアセトン濃度に基づいて、ユーザーの食事
における推奨摂取食事量を取得して表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーから排出されるケトン体を測定した測定ケトン体濃度を取得するケトン体濃度
取得手段と、
　前記ケトン体濃度取得手段により取得された前記測定ケトン体濃度に基づいて、前記ユ
ーザーの食事における推奨摂取食事量を取得する推奨摂取食事量取得手段と、
　前記推奨摂取食事量取得手段により取得された前記推奨摂取食事量を出力する出力手段
と、
　を備えた摂取食事量提示装置。
【請求項２】
　前記推奨摂取食事量取得手段は、前記ユーザーの年齢情報、体格情報、体組成情報、及
び性別情報の少なくとも一つを含むユーザー情報に応じた前記推奨摂取食事量を取得する
　請求項１記載の摂取食事量提示装置。
【請求項３】
　食品を選択する選択手段と、
　前記推奨摂取食事量に基づいて、前記選択手段により選択された食品の目標摂取重量を
算出する算出手段と、
　を備え、
　前記出力手段は、前記算出手段により算出された前記目標摂取重量を出力する
　請求項１又は請求項２記載の摂取食事量提示装置。
【請求項４】
　前記選択手段により選択された食品の重量を計測した計測食品重量を取得する計測食品
重量取得手段を備え、
　前記出力手段は、前記計測食品重量取得手段により取得された前記計測食品重量を出力
する
　請求項３記載の摂取食事量提示装置。
【請求項５】
　前記推奨摂取食事量取得手段は、食事の種類に応じた前記推奨摂取食事量を取得する
　請求項１～４の何れか1項に記載の摂取食事量提示装置。
【請求項６】
　前記推奨摂取食事量は、推奨摂取重量、推奨摂取糖質量、及び推奨摂取エネルギー量の
少なくとも一つを含む
　請求項１～５の何れか１項に記載の摂取食事量提示装置。
【請求項７】
　前記選択手段により選択された食品の重量を計測する計測手段
　を備えた請求項３～６の何れか１項に記載の摂取食事量提示装置。
【請求項８】
　前記ユーザーから排出されたケトン体を測定する測定手段
　を備えた請求項１～７の何れか１項に記載の摂取食事量提示装置。
【請求項９】
　前記ユーザーから排出されたケトン体は、前記ユーザーから排出された呼気に含まれる
アセトンである
　請求項１～８の何れか１項に記載の摂取食事量提示装置。
【請求項１０】
　ユーザーから排出されるケトン体を測定した測定ケトン体濃度を取得し、
　取得された前記測定ケトン体濃度に基づいて、前記ユーザーの食事における推奨摂取食
事量を取得し、
　取得された前記推奨摂取食事量を出力する
　摂取食事量提示方法。
【請求項１１】
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　コンピュータに、
　ユーザーから排出されるケトン体を測定した測定ケトン体濃度を取得し、
　取得された前記測定ケトン体濃度に基づいて、前記ユーザーの食事における推奨摂取食
事量を取得し、
　取得された前記推奨摂取食事量を出力する
　ことを含む処理を実行させるための摂取食事量提示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、摂取食事量提示装置、方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　減量のために摂取エネルギーの制限や糖質制限を行う場合、例えばご飯等の炭水化物の
重さを料理用秤で測り、これに含まれるエネルギー［ｋｃａｌ］や糖質量［ｇ］を算出す
ることで食事の摂取を効果的にサポートできる。
【０００３】
　例えば特許文献１には、食材の重量を計量し、その計量分のカロリーを自動的に計算し
て表示する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１２９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　カロリーの支出に対して摂取のバランスを取るためには、人の脂質代謝量（支出量）は
個人の体格等によって異なり、その日の行動によっても変わる。
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術では、体格や行動等、ユーザーに応じた適切な摂取量を提
示することはできなかった。
【０００７】
　本発明は、ユーザーに応じた適切な摂取食事量を提示することができる摂取食事量提示
装置、方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明の摂取食事量提示装置は、ユーザーから
排出されるケトン体を測定した測定ケトン体濃度を取得するケトン体濃度取得手段と、前
記ケトン体濃度取得手段により取得された前記測定ケトン体濃度に基づいて、前記ユーザ
ーの食事における推奨摂取食事量を取得する推奨摂取食事量取得手段と、前記推奨摂取食
事量取得手段により取得された前記推奨摂取食事量を出力する出力手段と、を備える。
【０００９】
　なお、請求項２に記載したように、前記推奨摂取食事量取得手段は、前記ユーザーの年
齢、体格、及び性別の少なくとも一つを含むユーザー情報に応じた前記推奨摂取食事量を
取得するようにしてもよい。
【００１０】
　また、請求項３に記載したように、食品を選択する選択手段と、前記推奨摂取食事量に
基づいて、前記選択手段により選択された食品の目標重量を算出する算出手段と、を備え
、前記出力手段は、前記算出手段により算出された前記目標重量を出力するようにしても
よい。
【００１１】
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　また、請求項４に記載したように、前記選択手段により選択された食品の重量を計測し
た計測食品重量を取得する計測食品重量取得手段を備え、前記出力手段は、前記計測食品
重量取得手段により取得された前記計測食品重量を出力するようにしてもよい。
【００１２】
　また、請求項５に記載したように、前記推奨摂取食事量取得手段は、食事の種類に応じ
た前記推奨摂取食事量を取得するようにしてもよい。
【００１３】
　また、請求項６に記載したように、前記推奨摂取食事量は、推奨摂取重量、推奨摂取糖
質量、及び推奨摂取エネルギー量の少なくとも一つを含むことができる。
【００１４】
　また、請求項７に記載したように、前記選択手段により選択された食品の重量を計測す
る計測手段を備えた構成としてもよい。
【００１５】
　また、請求項８に記載したように、前記ユーザーから排出されたケトン体を測定する測
定手段を備えた構成としてもよい。
【００１６】
　また、請求項９に記載したように、前記ユーザーから排出されたケトン体は、前記ユー
ザーから排出された呼気に含まれるアセトンであることが好ましい。
【００１７】
　請求項１０記載の発明の摂取食事量提示方法は、ユーザーから排出されるケトン体を測
定した測定ケトン体濃度を取得し、取得された前記測定ケトン体濃度に基づいて、前記ユ
ーザーの食事における推奨摂取食事量を取得し、取得された前記推奨摂取食事量を出力す
る。
【００１８】
　請求項１１記載の発明の摂取食事量提示プログラムは、コンピュータに、ユーザーから
排出されるケトン体を測定した測定ケトン体濃度を取得し、取得された前記測定ケトン体
濃度に基づいて、前記ユーザーの食事における推奨摂取食事量を取得し、取得された前記
推奨摂取食事量を出力することを含む処理を実行させる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ユーザーに応じた適切な摂取食事量を提示することができる、という
効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】摂取食事量提示装置の外観図である。
【図２】摂取食事量提示装置のブロック図である。
【図３】摂取食事量提示装置と荷重計測装置との接続図である。
【図４】摂取食事量提示プログラムによる処理のフローチャートである。
【図５】推奨摂取糖質量テーブルデータ一例を示す図である。
【図６】含有糖質量テーブルデータの一例を示す図である。
【図７】摂取食事量の目標値及び食品の重量の測定値の表示例を示す図である。
【図８】摂取食事量提示装置と荷重計測装置との接続図の変形例である。
【図９】測定機器とパーソナルコンピュータを接続する形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００２２】
　図１は、本実施形態に係る摂取食事量提示装置１０の外観図である。図１に示すように
、摂取食事量提示装置１０は、測定部１２、表示部１４、及び操作部１６を備えている。
本実施形態に係る摂取食事量提示装置１０は、一例として持ち運びに便利な携帯型の装置
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である。
【００２３】
　測定部１２は、ユーザーから排出されるケトン体の濃度（以下、ケトン体濃度という）
を測定する。ここで、ケトン体とは、アセト酢酸、３－ヒドロキシ酪酸（β－ヒドロキシ
酪酸、アセトンの総称であり、これらのうちの少なくとも一つを表す。
【００２４】
　本実施形態では、測定部１２が、一例としてユーザーの呼気中のアセトンを検出するア
セトン検出センサを備えた構成の場合について説明する。ユーザーは、吹き込み口１８に
呼気を吹き込むことにより、呼気中のアセトン濃度を測定することができる。なお、吹き
込み口１８は、呼気を収集しやすくするために、口で咥えることが可能なマウスピース型
の形状としてもよいし、マスク型の形状としてもよい。
【００２５】
　表示部１４は、例えば液晶パネル等で構成される。表示部１４には、例えば各種設定画
面、測定部１２で測定されたアセトン濃度の測定結果、及び測定されたアセトン濃度に基
づくアドバイス情報等の各種画面が表示される。また、表示部１４をタッチパネルの機能
を備えた構成とし、画面に直接タッチすることで操作が可能な構成としてもよい。
【００２６】
　操作部１６は、複数の操作ボタンを含んで構成されており、図１では一例として３個の
操作ボタン１６Ａ～１６Ｃを備えた場合を示した。
【００２７】
　操作ボタン１６Ａは、一例として摂取食事量提示装置１０の電源のオンオフ及び各種画
面において決定の操作を行うためのボタンとして機能する。
【００２８】
　操作ボタン１６Ｂは、一例として各種画面において情報を入力するためのボタンとして
機能する。
【００２９】
　操作ボタン１６Ｃは、一例として過去の測定結果等を読み出すことを指示するためのボ
タンとして機能する。
【００３０】
　また、操作ボタン１６Ｂは、画面上のカーソルを下へ動かすためのボタンとしても機能
し、操作ボタン１６Ｃは、画面上のカーソルを上へ動かすためのボタンとしても機能する
。
【００３１】
　図２には、摂取食事量提示装置１０のブロック図を示した。図２に示すように、摂取食
事量提示装置１０は、コントローラ２０を備えている。コントローラ２０は、ＣＰＵ（Ｃ
ｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０Ａ、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）２０Ｂ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０Ｃ
、不揮発性メモリ２０Ｄ、及び入出力インターフェース（Ｉ／Ｏ）２０Ｅがバス２０Ｆを
介して各々接続された構成となっている。この場合、後述する摂取食事量提示処理をコン
トローラ２０のＣＰＵ２０Ａに実行させる摂取食事量提示プログラムを、例えば不揮発性
メモリ２０Ｄに書き込んでおき、これをＣＰＵ２０Ａが読み込んで実行する。なお、摂取
食事量提示プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、メモリーカード等の記録媒体により提供するよ
うにしてもよく、図示しないサーバからダウンロードするようにしてもよい。
【００３２】
　Ｉ／Ｏ２０Ｅには、測定部１２、表示部１４、操作部１６、タイマ２２、及び通信部２
４が接続されている。
【００３３】
　タイマ２２は、現在時刻を取得する機能及び設定された時間を計時する計時機能を有す
る。
【００３４】
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　通信部２４は、外部装置と無線通信又は有線通信により情報の送受信を行う。本実施形
態では、図３に示すように、摂取食事量提示装置１０に荷重計測装置３０が無線又は有線
により接続された場合について説明する。
【００３５】
　荷重計測装置３０は、単体では所謂料理用秤として機能し、食品の重量を計測する機能
を有する。荷重計測装置３０は、計測台３２、表示部３４、及び操作部３６を備え、計測
台３２に食品を載せることにより食品の重量を計測することができる。
【００３６】
　摂取食事量提示装置１０は、荷重計測装置３０で計測した食品の重量を取得することが
できる。
【００３７】
　次に、本実施形態の作用として、コントローラ２０のＣＰＵ２０Ａにおいて実行される
摂取食事量提示プログラムによる処理について、図３に示すフローチャートを参照して説
明する。なお、図３に示す処理は、ユーザーが摂取食事量提示装置１０の操作部１６を操
作して、摂取食事量提示プログラムの実行を指示した場合に実行される。
【００３８】
　ステップＳ１００では、ユーザー情報を入力させる。具体的には、ユーザー情報の入力
画面を表示部１４に表示させ、ユーザーにユーザー情報を入力させる。ユーザー情報は、
一例としてユーザーの年齢情報、体格情報、体組成情報、及び性別情報の少なくとも一つ
を含む。なお、本実施形態では、より正確に推奨摂取食事量を提示するためにユーザー情
報を入力させているが、ユーザー情報の入力を省略してもよい。
【００３９】
　なお、ユーザー情報のうち体格情報については、例えば身長情報及び体重情報の少なく
とも一つを入力させてもよいし、「やせ型」、「普通」、「肥満」等の体格を表す情報を
入力させてもよい。また、体組成情報は、体脂肪、筋肉量、及び基礎代謝量等の少なくと
も一つの情報を含むが、これらに限られるものではない。
【００４０】
　本実施形態では、一例として、ユーザー情報としてユーザーの年齢を入力させる。従っ
て、ステップＳ１００では、ユーザーの年齢入力画面を表示部１４に表示させ、ユーザー
に年齢を入力させる。なお、入力されたユーザー情報を不揮発性メモリ２０Ｄに記憶して
おき、次回からはユーザー情報の入力を省略するようにしてもよい。
【００４１】
　また、ユーザー情報のうち体格情報及び体組成情報については、体組成計で測定したデ
ータを通信により摂取食事量提示装置１０に送信するようにしてもよい。この場合、通信
方式としては、ブルートゥース（登録商標）、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）等のローカル通
信を用いても良いし、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）等のネットワーク通信を用いても良い。
【００４２】
　ステップＳ１０２では、アセトン濃度の測定を行う。具体的には、まず、予め定めた時
間（例えば１０秒）の経過後にアセトン濃度の測定を開始する旨のメッセージを表示部１
４に表示すると共に、タイマ２２に対して予め定めた時間を計時するよう指示する。
【００４３】
　そして、予め定めた時間が経過したことがタイマ２２から通知された場合には、吹き込
み口１８から呼気を吹き込むよう指示する吹き込み開始メッセージを表示部１４に表示す
ると共に、測定部１２に対してアセトン濃度の測定を開始するよう指示する。ユーザーは
、吹き込み開始メッセージが表示部１４に表示されると、呼気を吹き込み口１８に対して
吹き込む。
【００４４】
　測定部１２は、吹き込み口１８に吹き込まれた呼気のアセトン濃度を測定してコントロ
ーラ２０に出力する。また、測定したアセトン濃度は、タイマ２２から取得した現在日時
と共に不揮発性メモリ２０Ｄに記憶する。
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【００４５】
　ステップＳ１０４では、ステップＳ１００で入力されたユーザーの年齢及びステップＳ
１０２で測定したアセトン濃度に基づいて、ユーザーの食事における推奨摂取食事量を取
得する。なお、推奨摂取食事量は、推奨摂取重量、推奨摂取糖質量、及び推奨摂取エネル
ギー量の少なくとも一つを含む。本実施形態では、推奨摂取食事量が推奨摂取糖質量であ
る場合について説明する。
【００４６】
　脂質代謝の副産物であるアセトンのアセトン濃度は脂肪の燃焼量に相当すると考えられ
、体内に糖質エネルギーが余っている場合には脂肪が燃焼されないためアセトン濃度は低
くなり、体内に糖質エネルギーが足りなくなった場合には脂肪が燃焼されるためアセトン
濃度は高くなる。このため、通常は、食事をして体内に糖質エネルギーが余っているとア
セトン濃度は下降し始め、その後体内に糖質エネルギーが足りなくなるとアセトン濃度は
上昇する。すなわち、アセトン濃度が高いほど脂質代謝が高いといえる。従って、ユーザ
ーが摂取してもよい糖質量はアセトン濃度に応じて異なる。
【００４７】
　このため、ステップＳ１０４では、一例として図５に示すような推奨摂取糖質量テーブ
ルデータ４０から、ユーザーの年齢及び測定したアセトン濃度に応じた推奨摂取糖質量を
取得する。なお、推奨摂取糖質量テーブルデータ４０は、例えば予め不揮発性メモリ２０
Ｄに記憶されるが、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）通信等によりサーバへアクセスしてサーバか
らダウンロードするようにしてもよい。
【００４８】
　図５に示すように、推奨摂取糖質量テーブルデータ４０は、年齢、アセトン濃度、及び
推奨摂取糖質量との対応関係を表すテーブルデータである。また、年齢は複数の区分（ｎ
個）に区分けされており、区分毎にアセトン濃度が複数のレベル（ｍレベル）に区分けさ
れている。これにより、年齢毎にアセトン濃度に応じた推奨摂取糖質量を取得することが
できる。
【００４９】
　なお、図５に示す推奨摂取糖質量テーブルデータ４０は、年齢に対応した推奨摂取糖質
量テーブルデータであるが、前述した他のユーザー情報に対応した推奨摂取糖質量テーブ
ルデータとしてもよい。すなわち、ユーザーの年齢情報、体格情報、体組成情報、及び性
別情報の少なくとも一つを含むユーザー情報に対応した推奨摂取糖質量テーブルデータと
してもよい。また、ユーザー情報の入力を省略した場合は、ステップＳ１０２で測定した
アセトン濃度のみに基づいて、推奨摂取食事量を取得するようにしてもよい。この場合、
アセトン濃度と推奨摂取糖質量との対応関係を表すテーブルデータを用いて、測定したア
セトン濃度に対応する推奨摂取糖質量を取得すればよい。
【００５０】
　ステップＳ１０６では、ステップＳ１０４で取得した推奨摂取糖質量を目標摂取糖質量
として表示部１４に表示させる。なお、目標摂取糖質量を荷重計測装置３０に通信部２４
を介して送信し、荷重計測装置３０の表示部３４に表示させてもよい。
【００５１】
　ステップＳ１０８では、摂取する食品をユーザーに選択させる。具体的には、予め定め
た複数の食品の中からユーザーが摂取する食品を選択するための選択画面を表示部１４に
表示させ、ユーザーに選択させる。予め定めた複数の食品には、例えば白米、パン、パス
タ、うどん、そば等が含まれるが、これらに限られるものではない。
【００５２】
　ステップＳ１１０では、ステップＳ１０８で選択された食品に対応する目標摂取重量を
算出して表示部１４に表示させる。具体的には、一例として図６に示すような含有糖質量
テーブルデータ５０から、ステップＳ１０８で選択された食品に対応する含有糖質量を取
得する。なお、含有糖質量テーブルデータ５０は、予め不揮発性メモリ２０Ｄに記憶され
るが、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）通信等によりサーバへアクセスしてサーバからダウンロー
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ドするようにしてもよい。
【００５３】
　図６に示すように、推奨摂取糖質量テーブルデータ４０は、食品と単位重量当たりの含
有糖質量との対応関係を表すテーブルデータである。単位重量は、本実施形態では一例と
して１００ｇであるが、これに限られるものではない。
【００５４】
　そして、取得した含有糖質量と、ステップＳ１０４で取得した推奨摂取糖質量と、に基
づいて、ステップＳ１０８で選択した食品の目標摂取重量を算出し、表示部１４に表示さ
せる。なお、目標摂取重量を荷重計測装置３０に通信部２４を介して送信し、荷重計測装
置３０の表示部３４に表示させてもよい。
【００５５】
　ここで、食品の単位重量を１００ｇとした含有糖質量をＡ、推奨摂取糖質量をＢ、目標
重量をＣとすると、目標摂取重量Ｃは次式により算出される。
【００５６】
Ｃ＝（Ｂ／Ａ）×１００　　　・・・（１）
【００５７】
　なお、１日トータルの値、１食当たり、及び間食等の食事の種類をユーザーに選択させ
、選択された食事の種類に応じて、目標摂取重量を予め定めた変換式により変換して表示
するようにしてもよい。
【００５８】
　ステップＳ１１２では、食品の計測結果を表示する際の表示単位をユーザーに選択させ
る。具体的には、予め定めた複数の表示単位の中から、ユーザーが摂取する食品の計測結
果を表示した際の表示単位を選択するための選択画面を表示部１４に表示させ、ユーザー
に選択させる。予め定めた表示単位には、例えば重量［ｇ］、糖質量「ｇ」、エネルギー
［ｋｃａｌ］等があるが、これらに限られるものではない。
【００５９】
　ステップＳ１１４では、食品の重量を計測させる。具体的には、食品の重量を計測する
よう促すメッセージを表示部１４に表示させる。なお、メッセージを荷重計測装置３０の
表示部３４に表示させてもよい。ここでユーザーは、荷重計測装置３０の計測台３２に食
品を載せ、食品の重量を計測する。計測された食品の重量は、荷重計測装置３０から摂取
食事量提示装置１０に送信される。
【００６０】
　ステップＳ１１６では、食品の計測結果、すなわち食品の重量と、ステップＳ１１０で
算出した目標摂取重量と、をステップＳ１１２で選択した表示単位に予め定めた変換式に
より変換し、それぞれ計測値及び目標値として表示部１４に表示させる。なお、これらを
荷重計測装置３０の表示部３４に表示させてもよい。
【００６１】
　ステップＳ１１２で選択された表示単位が重量の場合は、特に変換は必要ないので、計
測された食品の重量及び目標摂取重量をそれぞれ計測値及び目標値としてそのまま表示す
る。
【００６２】
　また、ステップＳ１１２で選択された表示単位が糖質量の場合は、重量から糖質量に変
換するための予め定めた変換式により、計測された食品の重量及び目標摂取重量を糖質量
に各々変換して表示部１４に表示させる。また、ステップＳ１１２で選択された表示単位
がエネルギーの場合も同様に、重量からエネルギーに変換するための予め定めた変換式に
より、計測された食品の重量及び目標摂取重量をエネルギーに各々変換して表示部１４に
表示させる。
【００６３】
　図７には、計測値及び目標値の表示例を示した。図７に示すように、目標値と測定値が
併記されると共に、ステップＳ１０８で選択した食品のアイコン６０が表示される。図７
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の例では、アイコン６０は、食品として「白米」が選択された場合を表している。このよ
うに、選択した食品の重量の目標値と測定値との差を容易に把握することができる。
【００６４】
　このように、本実施形態に係る摂取食事量提示装置１０によれば、測定したアセトン濃
度に基づいて、ユーザーの年齢等のユーザー情報に応じて適切な摂取食事量を提示するこ
とができる。このため、ユーザーは、自身の年齢やその日の行動に応じて適切な量で食事
を摂ることができ、食事管理を効率的に行うことができる。
【００６５】
　なお、図８に示すように、測定部１２のみを荷重計測装置３０と有線接続した一体型の
構成としてもよい。この場合、摂取食事量提示装置１０が有する機能のうち測定部１２以
外の機能を荷重計測装置３０が備えた構成とし、図４に示す処理を荷重計測装置３０が備
えるコンピュータが実行するようにすればよい。
【００６６】
　また、図３に示した摂取食事量提示装置１０は携帯型の専用装置であるが、例えば図９
に示すように、パーソナルコンピュータ８０に、測定部１２を含む測定機器８２及び荷重
計測装置３０を有線又は無線により接続する構成としてもよい。この場合、パーソナルコ
ンピュータ８０は、測定機器８２により測定されたアセトン濃度を取得すると共に、荷重
計測装置３０により計測された食品の重量を取得して図４に示す処理を実行することによ
り、摂取食事量提示装置として機能する。
【００６７】
　また、測定機器８２及び荷重計測装置３０を接続する機器は、パーソナルコンピュータ
に限らず、携帯電話、スマートフォン、及びタブレット端末等の携帯端末でもよい。また
、これらの携帯端末に測定部１２を内蔵した構成としてもよい。また、これらの携帯端末
又は測定機器８２と、荷重計測装置３０と、をサーバにネットワーク接続する構成として
もよい。この場合、サーバが摂取食事量提示装置１０として機能する。すなわち、携帯端
末又は測定機器８２は、測定したアセトン濃度及び身体情報をサーバに送信し、荷重計測
装置３０は、計測した食品の重量をサーバに送信する。そして、サーバは、携帯端末又は
測定機器８２から受信したアセトン濃度と、荷重計測装置３０から受信した食品の重量と
、に基づいて図４に示す処理を実行し、結果を携帯端末又は測定機器８２に送信する。こ
れにより、測定機器８２は、少なくともアセトン濃度を測定してサーバに送信する機能及
びサーバから結果を受信して表示する機能を備えればよく、安価な構成とすることができ
る。
【００６８】
　また、本実施形態では、測定部１２が、呼気中のアセトンを検出するアセトン検出セン
サを備えた構成の場合について説明したが、これに限らず、ユーザーの皮膚、尿、唾液、
及び汗等から排出されたケトン体を検出するケトン体検出センサを備えた構成としてもよ
い。
【符号の説明】
【００６９】
１０   摂取食事量提示装置
１２   測定部
１４   表示部
１６   操作部
１８   吹き出し口
２０   コントローラ
２４   通信部
３０   荷重計測装置
４０   推奨摂取糖質量テーブルデータ
５０   含有糖質量テーブルデータ
８０   パーソナルコンピュータ
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８２   測定機器
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